
津野町小さな集落活性化支援委託業務に係るプロポーザル実施要項 

 

 

１．目的 

本実施要領は、別紙「津野町小さな集落活性化支援委託業務仕様書（以下「仕様書」という。）に

記載する委託業務の受託者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、必要な事項を定め

るものである。 

 

２．事業概要 

（１）業務名　令和８年度津野町小さな集落活性化支援委託業務 

（２）事業内容　仕様書のとおり 

（３）委託期間　令和８年５月１日から令和９年３月３１ 日 

（４）提案上限金額：３，６９０，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

※この金額は企画提案内容の規模を示すものであり、契約時の予定価格を示すものではないこと

に留意すること。また、見積額が上記提案上限額を越えてはならない。 

 

３．選考方法 

（１）参加資格 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる全ての要件を満たすものを対象とする。 

① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

② 国及び地方税の滞納がないこと。 

③ 会社更生法（平成14 年法律第154 号）に基づく、更生手続き開始の申立がなされている者

でないこと。 

④ 民事再生法（平成11 年法律第225 号）に基づく、再生手続き開始の申立をしている者でな

いこと。 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条に規定する

暴力団員でないこと、又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。 

⑥ 社員、又は会員の中に地域づくり活動に携わった実績があること。 

⑦ 津野町内に本社事務所を有する法人、又は町内に住所を有する団体で、打ち合わせ等に常時

参加できる体制がとれ、コミュニケーション能力が高く、地域住民とのかかわりに不安のな

い者が属していること。 

（２）応募の抹消 

応募した事業者が、応募書類の提出日から選定事業者の候補となる決定の日までの間に、次の

いずれかに該当した場合は応募を抹消し、審査及び選定の対象から除外する。 

① 応募書類の提出方法、提出先、提出期限等が守られなかった場合 

② 応募書類に虚偽の内容が記載されている場合 

③ 本実施要領に違反又は逸脱した場合 

④ 本実施要領の参加資格を満たしていない場合 



４．選定スケジュール 

選定スケジュールは、次のとおりとする。 

 

５．事業の公表・実施要領等の交付 

本プロポーザルに係る事業告示日から、実施要領等資料を下記のとおり交付する。なお、資料は

津野町のホームページからダウンロードすること。 

（１）交付資料 

① プロポーザル実施要項 

② 仕様書 

③ 様式一式 

 

６．提案参加申込手続き 

（１）提出書類 

企画提案に参加する事業者は、次の①から④を提出すること。 

① プロポーザル参加表明書（様式１） 

② 会社（団体）概要書（様式２） 

③ 本業務に係る実施体制（様式３） 

④ 滞納がないことを証する書類（法人のみ） 

（２）提出期限 

令和８年４月１５日（水）17 時まで（必着） 

（３）提出部数　１部 

（４）提 出 先　津野町役場星のまち魅力創造課 

（５）提出方法 

持参または郵送によるものとし、持参の場合は土・日、祝日を除く9:00～17：00までに提出す

ること。郵送の場合は上記提出期間日までに必着のこと。 

（６）回答 

 項 目 日 程

 １ 実施要項等の公開・掲示 令和８年４月１日（水）～

 2 実施要項等に関する質問受付 令和８年４月１０日（金）１７ 時まで

 ３ 要項等に関する質問回答 質問受付後、町ホームページにて速やかに回答

 ４ 参加申込書等の受付 令和８年４月１５日（水）１７ 時まで

 ５ 企画提案書等の関係書類提出受付 令和８年４月２０日（月）１７ 時まで

 ６ 審査日 令和８年４月２３日（木）予定

 ７ 審査結果の通知 選定後、速やかに文書にて通知

 ８ 委託契約締結 令和８年４月３０日（木）予定



提出書類を確認後、プロポーザル参加表明書を提出した事業者に対し、速やかに提案資格確認

結果通知書を文書または電子メールで通知する。 

 

７．企画提案書の提出方法、提出先及び提出期限について 

（１）提案書の作成及び提出要領 

以下の（ア）～（ウ）を順番に綴り提出すること。 

（２）企画提案書の作成に係る留意事項 

企画提案書の作成にあたっては、以下の点に留意し、作成すること。 

① 提案内容は、別紙「仕様書」に定めた内容を踏まえ提案すること。 

② 記載内容については、明瞭かつ具体的な記載とすること。また、専用用語、略語に関して

は、初出の箇所にて定義または説明を記述し、ページ番号を記載すること。 

（３）提出期限 

令和８年４月２０日（月）１７ 時まで（必着） 

（４）提出部数 

６部（正本１部、副本５部） 

（５）提出先 

津野町星のまち魅力創造課 

（６）提出方法 

持参または郵送によるものとし、持参の場合は土・日、祝日を除く9:00～17：00までに提出す

ること。郵送の場合は上記提出期間日までに必着のこと。 

 

 

８．プロポーザルに関する質問・回答方法等 

 提出書類 様式・作成上の注意点等

 （ア）提案書表紙 Ａ４判で作成すること

 （イ）企画提案書 Ａ４判で下記の項目に沿って作成すること。やむを得ずＡ３判を使

用する場合は、横折込みとすること。様式は自由。 

① 地域づくり活動を行うための実施体制について 

② 地域活性化に対する基本的な考え方 

③ 小さな集落活性化支援に対する考え方 

④ 地域コーディネーターの業務内容について 

⑤ 地域づくり活動実績（社員、又は会員の氏名を記載すること） 

⑥ その他関連する提案等

 （ウ）見積書 本業務の費用を見積ること（様式５）。ただし、以下の点に留意する

こと。 

・事業費については提案上限額を越えてはならない。 

・値引き等の記載は行わない。 

・見積額が契約額とはならない。



本プロポーザルに関する質問は、次のとおり書面の提出のみ受け付ける。審査及び評価に関する

質問は一切受け付けない。 

（１）質問方法 

質問書（様式４）により電子メールで提出するものとする。なお、電子メールの件名は「小さ

な集落活性化支援質問書」とすること。送信先は実施要領に記載したメールアドレスとする。送

信後は必ず電話連絡を行い、受信確認をすること。なお、電話及び直接来庁による質問には応じ

ない。 

（２）質問の受付期限 

令和８年４月１０日（金）１７時まで 

（３）質問に対する回答 

提出された質問に対する回答は、速やかにホームページにて公表する。 

 

９．プロポーザルの実施 

次に掲げる日程で審査を実施する。 

（１）実施日（予定） 

令和８年４月２３日（木）１３時３０分からを予定 

（２）実施方法 

     選考は、提案内容、提案金額、実績等を、参加事業者の提出する企画提案書等に基づいて審査

する方法により行う。 

（３）審査結果の通知及び公表 

① 審査基準（別紙１）に基づき選定委員（５名以上）で審査し、審査後に全応募者に対して

通知する。ただし、審査決定について、異議の申し立ては受け付けない。 

② 優先交渉権選定通知を受領した者は、仕様・価格等について本町と協議の上、速やかに契

約手続きを行い、受託者となること。優先交渉権者との協議が整わない場合は、本町は次

点交渉権者と協議を行うこととする。 

 

１０. 提出書類の取扱い等 

（１）提出された企画提案書等は返却しない。 

（２）提出された企画提案書等の記載内容の変更は、原則として認めない。 

（３）企画提案に係る一切の費用は全て提案者の負担とする。 

 

１１．事務局（問い合わせ及び企画提案書等提出先） 

〒785-0201 

 高知県高岡郡津野町永野２２５番地１ 

津野町星のまち魅力創造課（担当：高橋　宏輔） 

TEL：0889-55-2312 FAX:0889-55-2022　E-mail：star@town.kochi-tsuno.lg.jp 

【別紙１】 

 

http://cybozu.tsuno.local/scripts/cbag/ag.exe?page=MailSend&text=kyouiku%40town%2Ekochi%2Dtsuno%2Elg%2Ejp


津野町小さな集落活性化支援委託業務プロポーザル審査基準 

 

※ 選定方法 

1 選定の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉を行う。ただし、

その者と合意に至らない場合は、評価点の高い順に交渉を行う。 

2 評価点の合計が同点の場合は、審査委員会の多数決により順位を決定する。 

3 評価点が基準点全体の８０％未満の場合は、交渉権者として選定しない。 

4 参加者が１者であっても、評価点が全体の８０％以上であれば随意契約の交渉を行う。

 審査項目 評価内容 配点

 
1 法人（団体）概要

・本事業を受託する受託者として適した法人又は団体で

あるか。
5点

 
2 業務実施体制

・本事業を実施するにあたり、適切な組織体制ができて

いるか。
10 点

 

3
地域づくり活動実

績

・地域コーディネーターの業務を行うものが過去に地

域づくりに携わった実績があるか（これまでの活動内

容等を総合的に判断する）。

15 点

 

4

地域活性化に対す

る基本的な考え方

について

・地域づくり活動、地域活性化に対する考え方。 

（地域づくり活動において重要な点をどう考えている

か）

15 点

 

5
小さな集落活性化

支援について

・小さな集落が活性化していくためにはどのような活動

を行っていくことが必要であると考えているか。 

・小さな集落が将来的に自立して活動を行っていくため

に必要な活動。

20 点

 

6
地域コーディネー

ター

・地域コーディネーターとしてのスキルレベルが十分

あるか。
15点

 ・業務内容を的確に理解し、効果的な支援内容となっ

ているか。
10 点

 7 見積費用 ・提案内容に対して費用は妥当か。 5点

 

8
その他 

独自提案

・業務をより効果的に実施する独自提案があるか。 

（見積金額内で実施可能な提案内容とする） 

・本業務の品質を高める独自性があるか。

5点

 合 計 100 点


